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高齢化の進展に伴い、ねたきりや認知症の高齢者が急速に増えることが見込まれており、介護の問題が老

後の最大の不安要因となっています。 

介護が必要になっても住み慣れた家庭や地域で、残された能力を生かして、できる限り自立した生活を送

ることが町民の共通の願いです。 

しかし、家庭環境などの事情により、家族だけで介護を行うことは非常に困難になってきています。 

介護保険制度は、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられ

る仕組みを創ろうとするものです。 

介護保険サービスを利用するために 

介護申請 

 
本人又は家族が役場の窓口へ申請します。地域包括支援センターによる代行申請 

も可能です。 

 

訪問調査 
 町の調査員が家庭や施設を訪問して日常生活の状況等について聞取り調査

を行います。 

審査判定 

 

☆介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請が必要です。 
☆一部のサービスについては、要介護認定の申請を行わずに利用することができます。 
（詳細は「～東郷町介護予防・日常生活支援総合事業～」（4ページ）をご覧ください。） 

判定結果をもとに認定して、通知をします。認定には有効期間がありますので、 

有効期間が切れる前に更新手続きが必要です。 

 認定結果により、支給限度額の範囲内で本人にふさわしいサービス計画を作成します。 

（詳細は次のページをご覧ください。） 

 

 サービス計画に基づいて、居宅サービスや施設サービスが１割から３割の自己負担で利用できます。 

１ 

一次判定の後、訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会

でどれくらいの介護が必要かどうか（要介護度）の審査判定を行います。 

認定・通知 

 

計画（ケアプラン）の作成 

 

サービスの利用開始 

１ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

① 地域包括支援センターの職員がご自宅に訪問し、介護予防サービス等の利用に

ついての相談・説明を行います。 

② 生活機能や心身の状態の維持・改善に向けた目標を設定し、ご本人やご家族と

話し合いながら介護予防サービス計画（ケアプラン）等を作成します。 

③ 現在の認定の有効期間終了時に効果の評価を行い、サービス内容の見直しを行

います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防サービス計画の作成の相談窓口は、 

「地域包括支援センター」です。 
お住まいの地域の地域包括支援センターまでご相談ください。 

要支援１・要支援２と認定された方 
「介護予防サービス」 

「介護予防・日常生活支援総合事業サービス」 

をご利用いただけます 

認定を受けたらサービス計画（ケアプラン）を

作成し、サービスを利用します。 
サービス計画（ケアプラン）作成を依頼する相談窓口は、 

要支援１・２の方と要介護１～５の方で異なります。 

・ 要支援１・２の方は下記をご覧ください。 

・ 要介護１～５の方は次のページをご覧ください。 

＜有効期間・区分変更申請について＞ 

認定には有効期間があります。有効期限の終了日の６０日前から、更新認

定の申請ができます（事前にお知らせします）。また、有効期間の途中で状態

に変化があり区分の変更が必要なときは、区分変更申請ができます。高齢者

支援課窓口やサービス計画作成の担当者にご相談ください。 

 ２ 

東郷町北部 

地域包括支援センター 
（イーストプラザいこまい館２階） 

TEL：0561-38-8551 

＜相談受付時間＞（祝日、年末年始を除く） 

平日 8：30～17：15 

＜担当地域＞ 
諸輪、和合、和合ヶ丘、諸輪住宅、白鳥、

御岳、押草団地南、押草団地北、北山台 

 

 

 

 

 

 

 

 

東郷町南部 

地域包括支援センター東郷苑  
（愛厚ホーム 東郷苑内） 

TEL：0561-56-3112 

＜相談受付時間＞（祝日、年末年始を除く） 

平日 8：45～17：30 

＜担当地域＞ 
傍示本、祐福寺、部田、白土、春木台、 

西白土、部田山、清水 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 居宅介護支援事業所にご連絡ください。 

② 居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）がご自宅を訪問 

し、サービス利用についての相談・説明を行います。 

③ できる限り自立した生活を送れるようにご本人やご家族と話し合いなが

ら介護サービス内容の計画を作成します。 

④ 随時、サービス内容について見直しを行います。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

自宅でサービスを利用する場合 
 

介護サービス計画の作成の相談窓口は、 

「居宅介護支援事業所」です。 
「居宅介護支援事業所」を 10ページから選んで、 

ご連絡ください。 
※ 事業所ごとに定員がありますので依頼をお受けできない場合があります。 

要介護１～５と認定された方 
 

介護サービスをご利用いただけます。 

 

介護保険施設を利用する場合 
 

直接、「介護保険施設」（13ページ以降参照） 

に、ご連絡ください。 
 ※待ち状況や申し込み方法などは各施設により異なります。 

＜障害者控除について＞ 
介護認定を受けられた方（６５歳以上）は、身体障害者手帳等の交付を受けていない

人でも、所得税等の障害者控除の対象となる場合があります。 

＜医療費控除について＞ 
介護サービスの種類によっては、所得税等の医療費控除の対象となる場合があります。 

※くわしくは、役場高齢者支援課にお問い合わせください。 

３ 



◆基準緩和訪問型サービスＡ◆

市町村名 事業所名 電話番号 所在地

東郷町 もみの木訪問介護事業所 0561-38-7871 春木字池田39-1

東郷町
東郷町社会福祉協議会
指定訪問介護事業所

0561-37-5411 諸輪字北山158-90

東郷町 ヘルパーハウス　レオン 0561-41-8020
和合ケ丘3-8-5
グリーンハイツ和合102

＊以下の事業所は東郷町からの委託により基準緩和訪問型サービスＡを実施する事業所です。
市町村名 事業所名 電話番号 所在地

東郷町
公益社団法人
東郷町シルバー人材センター

0561-38-5811 春木字申下40

◆基準緩和通所型サービスＡ◆

市町村名 事業所名 電話番号 所在地

東郷町
デイサービスセンター
イースト・ヴィレッジ

0561-38-1033
春木字下鏡田
446-1104

東郷町 デイサービスセンターおさんぽ 0561-42-8887 和合字牛廻間19-33

東郷町 デイサービスセンターはなのき東郷 0561-39-5487 白鳥二丁目2-3

東郷町
デイサービスセンター
エイジトピア諸輪

0561-38-6700 諸輪字後山60-5

東郷町
基準緩和型デイサービス
ちしゅう接骨院

0561-38-8830
清水一丁目10-1
グローリア壱番館3号

東郷町 合資会社エンジョイハウスにこにこ 0561-74-2281 諸輪字上鉾12-243

～東郷町介護予防・日常生活支援総合事業～

＊「要支援１、２」の方と、基本チェックリストで「事業対象者」になられた方が利用できる
　サービスです。
＊それぞれの事業所が行っているサービスの内容については、事業所に直接お問い合わせくだ
　さい。

＊生活支援に関する講座を受講した地域の住民などが、日常生活に対する困りごとを援助する
　訪問型のサービスです。（調理の一部介助や掃除、ゴミ出し等）

＊事業所が提供するミニデイ、レクリエーション、運動教室等を行う通所型のサービスです。

「介護予防・日常生活支援総合事業」とは、高齢者がいつまでも住み慣れた地域

で暮らし続けられるように、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も

自らの持つ能力を最大限に活かして要介護状態になることを予防するための仕組

みです。

４



◆自立支援リハビリサービス（短期集中予防サービス）◆

市町村名 事業所名 電話番号 所在地

東郷町
訪問看護・リハビリステーション
太陽（訪問）

0561-39-1977
北山台五丁目11-3
Clair Kitayama A棟10

東郷町 老人保健施設　和合の里（通所） 052-807-1500 春木字白土1-395

＊専門職が３～６か月の短期間で自宅に訪問し体力改善に向けた相談指導を行う訪問型サービ
　スと、生活機能を改善させるために運動器の機能向上や栄養改善等を行う通所型サービスを
　組み合わせて提供します。

 

 

 

 

氏 名  男 ・ 女   生年月日 
大正     年   月   日 

昭和         （    歳） 

住 所 
 

          （電話番号：             ） 
記入日 令和    年   月   日 

No 質 問 項 目 回  答 判定 

１ バスや電車で１人で外出していますか ０．はい １．いいえ 
ＮＯ．１〜20 の 

合計（  ）点 

10 点以上で該当 

該当 ・ 非該当 

２ 日用品の買い物をしていますか ０．はい １．いいえ 

３ 預貯金の出し入れをしていますか ０．はい １．いいえ 

４ 友人の家を訪ねていますか ０．はい １．いいえ 

５ 家族や友人の相談にのっていますか ０．はい １．いいえ 

６ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか ０．はい １．いいえ 

合計（  ）点 

3 点以上で該当 

該当 ・ 非該当 

７ 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか ０．はい １．いいえ 

８ １５分間位続けて歩いていますか ０．はい １．いいえ 

９ この１年間に転んだことがありますか １．はい ０．いいえ 

10 転倒に対する不安は大きいですか １．はい ０．いいえ 

11 ６ヶ月間で２～３kg以上の体重減少はありましたか １．はい ０．いいえ 合計（  ）点 

2 点以上で該当 

該当 ・ 非該当 
12 

身長 （    cm）  体重（    kg） BMI（      ）     

＊ＢＭＩ（＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)） 

１．ＢＭＩ

18.5未満 

０．ＢＭＩ

18.5以上 

13 半年前に比べて堅いものが食べにくくなりましたか １．はい ０．いいえ 合計（  ）点 

2 点以上で該当 

該当 ・ 非該当 

14 お茶や汁物等でむせることがありますか １．はい ０．いいえ 

15 口の渇きが気になりますか １．はい ０．いいえ 

16 週に１回以上は外出していますか ０．はい １ いいえ ＮＯ.１6 が 

「いいえ」で該当 

該当 ・ 非該当 
17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １．はい ０．いいえ 

18 
周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われ

ますか 
１．はい ０．いいえ 合計（  ）点 

１点以上で該当 

該当 ・ 非該当 
19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか ０．はい １．いいえ 

20  今日が何月何日かわからない時がありますか １．はい ０．いいえ 

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない １．はい ０．いいえ 

合計（  ）点 

2 点以上で該当 

該当 ・ 非該当 

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった １．はい ０．いいえ 

23 
（ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じ

られる 
１．はい ０．いいえ 

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない １．はい ０．いいえ 

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする １．はい ０．いいえ 

１ 質問項目を読み、回答欄に○をつけましょう。（現在の状況、ご自身の判断（主観）で回答ください。） 

２ 判定欄に合計点数を記入しましょう。（回答欄のはい・いいえの左にある０・１の数字を足します） 

３ 各判定欄のどれか一つでも該当すれば、事業対象者となります。 

 

 
 この基本チェックリストは、総合事業での介護予防・生活支援サービス事業の利用にあたり、東郷町高齢者支援課及

び担当行政区の地域包括支援センターに情報提供されますのでご了承ください。 

『基本チェックリスト』とは・・・

皆様の普段のお体の状況や生活の様子等について伺う簡単なアンケートです。

このアンケートの結果、所定の点数を満たした方は「事業対象者」として認定されます。

基本チェックリストの実施を希望する場合は、地域包括支援センター（17ページ参照）ま

たは役場高齢者支援課窓口にお越しください。

「事業対象者」として認定された後は、サービス計画の作成を経て、上記の「介護予防・日

常生活支援総合事業」のサービスを利用できます。

見 本

５

４



◇ ◆ ◇ サービスの種類について ◇ ◆ ◇  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

介護支援専門員(ケアマネジャー）が要介護認定等の申請の代行や、居宅サ

ービス計画の作成、サービス事業者との連絡・調整などを行います。 

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事などの身体介護や

調理、洗濯などの生活援助を行います。 

※要介護１～５の方が対象です。 

訪問介護（ホームヘルパー） 

※一部、「要介護１～５」の方のみが対象の事業所があります。 

●介護保険で「要支援 1～要介護 5」に認定された方が対象です。 

（一部の事業所を除く）。 

●費用は要介護度により異なり、介護保険から 9 割から７割が給付され、

残りは自己負担となります。 

 

かかりつけ医（主治医）の指示のもとで、看護師などが自宅を訪問し、

療養上の世話や診療の補助を行います。 

訪問看護 

（健康状態のチェック、カテーテルなどの交換・管理、床ずれの予防や手当てなど） 

 

 

10ページ 

11ページ 

玄関先から施設まで送迎サービスがあり、入浴、食事などの日常生活上

の支援やレクリエーションなどを日帰りで行います。 

※一部、「要介護１～５」の方のみが対象の事業所があります。 

６ 

 通所介護（デイサービス） 
11ページ 

 居宅介護支援事業所 
 10ページ 

 介護保険居宅サービス① 



短期間に施設へ入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 

介護者が不在のときや介護に疲れたときなどにも利用されています。 

 

  

訪問入浴介護 

自宅でのお風呂の入浴や、家族による入浴が困難な方には、訪問入浴車

がお宅にお伺いし、移動浴槽による入浴の介護を行います。 

訪問リハビリテーション 

理学療法士などが自宅に訪問し、リハビリテーションや家庭でのリハビ

リ指導を行います。 

玄関先から施設まで送迎サービスがあり、入浴、食事などの日常生活上

の支援や、リハビリテーションなどを日帰りで行います。 

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練

などを行います。 

短期入所生活介護（ショートステイ） 

通所リハビリテーション（デイケア） 

介護老人保健施設などに短期間入所して、日常生活上の支援やリハビリ

テーションなどを行います。 

15ページ 

 

 

 12ページ 

 

 

15ページ 

12ページ 

７ 

 介護保険居宅サービス② 

短期入所生活介護施設（老人福祉施設等） 

短期入所療養介護施設（老人保健施設等） 



●出来る限り住み慣れた地域で生活を続けるため、東郷町にお住まいの方

を対象に、利用者のニーズにきめ細かく応えたサービスです。 

●費用は要介護度により異なり、介護保険から９割から７割が給付され、

残りは自己負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員が 18人以下の事業所で、日常生活上の支援やレクリエーションな

どを日帰りで行います。 

通所介護（デイサービス） 

認知症対応型通所介護 

認知症の方を対象に、認知症に対応した日常生活上の支援やレクリエー

ションなどを日帰りで行います。 

※一部、「要介護１～５」の方のみが対象の事業所があります。 

介護を必要とする認知症の高齢者が少人数で入居し、家庭的な雰囲気の

中で共同生活をしながら、日常生活上の支援などを受けます。 

認知症対応型共同生活介護 
（認知症高齢者グループホーム） 

看護小規模多機能型居宅介護 

通所や短期入所、訪問などを組み合わせた多機能なサービスに訪問看護

を加えて、介護や医療・看護のケアを行います。 

常時の介護を必要とし、自宅での介護が困難な方が生活の場として入所

して、日常生活上の支援や介護が受けられます。 

介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム） 

※要介護１～５の方が対象です。 

※要支援２～要介護５の認知症の方が対象です。 

※認知症の方が対象です。 

※原則、要介護３～５の方が対象です。 
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●介護保険で「要介護 1～要介護 5」に認定された方が対象です。 

（一部の事業所を除く）。 

●費用は要介護度により異なり、介護保険から 9割から７割が給付され、残りは

自己負担となります。 
 

常時の介護を必要とし、自宅での介護が困難な方が、生活の場として入所し

て、日常生活上の支援や介護が受けられます。 

病状が安定しており入院の必要はないが、介護や医療を必要とする方を対象

に、自宅に戻ることを目指して介護、医療ケア、リハビリテーションを行う

施設です。 

介護老人保健施設に比べて医療スタッフの割合が多く、慢性疾患などである

程度長期の療養、医学的管理、看護、介護を必要とする方が対象の施設です。 

※原則、要介護３～５の方が対象です。 

一部の施設のみ、介護保険法における指定を受けているため、要介護認定さ

れていれば介護保険施設と同様に介護保険サービス(特定施設入所者生活介護)

が利用できます。（自己負担は 1 割から 3割） 

自分の身の回りのことはできる方が、食事の提供や入浴等の準備などの支援を
受けながら共同生活を送るための施設です。利用料は、入居者の年収に応じて
異なります。 

公的な費用の補助はなく、利用者と民間施設との自由な契約に基づき入居する施

設です。施設により、ケアや施設の充実度、費用、契約方法などが異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護療養型医療施設 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
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有料老人ホーム等 
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市町村名 電話番号 所在地

東郷町 0561-39-0028
春木字下正葉廻間
4337－13

東郷町 052-807-1509
春木字清水ヶ根
240－１

東郷町 0561-38-2257
春木字池田39-1
（松山薬局内）

東郷町 0561-38-4109 諸輪字北山158-90

東郷町 0561-42-8886 和合字牛廻間19-33

東郷町 0561-37-1101 諸輪字北山158-140

東郷町 0561-37-1101 0561-78-3415

東郷町 0561-42-6351
春木字和合前田
2209-1

東郷町 0561-65-5083
春木字太子30
センチュリー703

東郷町 052-807-0756 春木字白土97-1-1403

東郷町 052-875-7757 春木字涼松185-9

東郷町 0561-56-2250 和合字牛廻間132-3

◆訪問介護（ホームヘルパー）◆

市町村名 事業所名 要支援 電話番号 所在地

東郷町
マリアンヌ
ヘルパーステーション

○ 0561-38-2468 和合字北蚊谷218

東郷町 訪問介護事業所メドック東郷 ○ 0561-37-5066 春木字太字30番地

東郷町
ハートケア東郷
訪問介護事業所

○ 0561-37-1101 諸輪字北山158-140

東郷町 もみの木訪問介護事業所 ○ 0561-38-7871
春木字池田39-1
（松山薬局内）

東郷町
訪問介護ステーション
ケアプラス白鳥

0561-37-5770
白鳥二丁目17番地1
加藤建装ビル101

東郷町
東郷町社会福祉協議会
指定訪問介護事業所

○ 0561-3７-5411 諸輪字北山158-90

東郷町
愛らんど
ヘルパーステーション

○ 0561-56-1020 兵庫三丁目11-1

東郷町 ヘルパーハウス　レオン ○ 0561-41-8020
和合ケ丘3-8-5
グリーンハイツ和合102

～居宅介護支援事業所～

居宅介護支援事業所
愛厚ホーム東郷苑

和合の里指定居宅介護支援事業所

介護支援もみの木

東郷町社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

事業所名

～介護保険 居宅サービス～

＊「要支援」欄に○がついている事業所のみ、「要支援１・２」の方も利用できます。

居宅介護支援事業所あしすと

ハートケア東郷
居宅介護支援事業所

季楽居宅介護支援事業所
春夏秋冬

居宅介護支援事業所
メドック東郷

暮らしの相談室　えがお

虹色居宅介護支援事業所

おむすびケアプラン

訪問看護ステーション　はなとも
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◆訪問看護◆
市町村名 電話番号 所在地

東郷町 0561-38-8531
諸輪字北山158-90
（東郷診療所内）

東郷町 0561-37-1101 諸輪字北山158-140

東郷町 052-800-2127 春木字涼松185-9

東郷町 0561-39-1977
北山台五丁目11-3
Clair Kitayama A棟10

東郷町 0561-37-5780
白鳥二丁目17-1
加藤建装ビル101

東郷町 0561-37-5060 春木字西前6070

東郷町 0561-78-3415 春木字池田44-1

◆通所介護（デイサービス）◆

市町村名 事業所名 要支援 密着型 電話番号 所在地

東郷町
デイサービスセンター
あしすと

○ 0561-37-5424 和合字牛廻間105番地

東郷町
デイサービスセンター
イースト・ヴィレッジ

○ 0561-38-1033
春木字下鏡田
446-1104

東郷町
通所介護事業所
メドック東郷

○ 0561-37-5068 春木字西前6070

東郷町
合資会社エンジョイハウス
にこにこ

○ ○ 0561-38-7844 諸輪字上鉾12-243

東郷町
ハートケア東郷
デイサービスセンター

○ 0561-37-1150 諸輪字北山158-140

東郷町 デイサービスおさんぽ ○ ○ 0561-42-8887 和合字牛廻間19-33

東郷町 コンパスウォーク東郷 ○ 0561-56-3682 春木字山崎887-5

東郷町 デイサービスはなのき東郷 ○ 0561-39-5487 白鳥二丁目2-3

東郷町
デイサービスセンター
エイジトピア諸輪

○ ○ 0561-38-6700 諸輪字後山60-5

東郷町
季楽デイサービス
春夏秋冬 東郷店

○ 0561-37-1020 春木字和合前田2209-1

東郷町
中部介護
アウト・オン・ア・リム

○ 0561-37-0036 和合字牛廻間1-107

東郷町 リハビリデイ三日月 ○ 0561-56-3490 諸輪字中市135-120

東郷町 はるきデイサービス ○ 0561-42-7250 春木字新池251

東郷町 おおきなくすの木 ○ 052-808-7122 兵庫一丁目14-5

＊「要支援」欄に○がついている事業所のみ、「要支援１・２」の方も利用できます。
＊「密着型」欄に○がついている事業所は、「地域密着型サービス」提供事業所です。

事業所名

東郷町国民健康保険東郷診療所
訪問看護ステーション

ハートケア東郷訪問看護事業所

虹色訪問看護ステーション

訪問看護・リハビリステーション
太陽

訪問看護ステーション
メディプラス白鳥

訪問看護事業所メドック東郷

訪問看護ステーション　はなとも
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◆通所リハビリテーション（デイケア）◆
市町村名 電話番号 所在地

東郷町 052-807-1500 春木字白土1-395

東郷町 0561-38ｰ2119
春木字清水ヶ根
240－１

◆短期入所生活介護（ショートステイ）◆
●短期入所生活介護施設（老人福祉施設など） 和合字牛廻間19-33

東郷町 電話番号 所在地

東郷町 電話番号 0561-78-3415

東郷町 0561-39-0028 春木字下正葉廻間4337-13

東郷町 0561-38-1033 春木字下鏡田446-1104

東郷町 0561-38-6700 春木字白土97-1-1403

東郷町 0561-56-0231 和合字南蚊谷310

●短期入所療養介護施設（老人保健施設、老人療養施設など）
市町村名 電話番号 所在地

東郷町 052-807-1500 春木字白土1-395

◆看護小規模多機能型居宅介護◆（地域密着型サービス）
市町村名 電話番号 所在地

東郷町 0561-78-2810 春木字池田44-1
看護小規模多機能型居宅介護
事業所　ResT

事業所名

エイジトピア諸輪
短期入所生活介護事業所

フィロスとうごう

事業所名

老人保健施設和合の里

イースト・ヴィレッジ

事業所名

老人保健施設和合の里

デイケアいぶき

事業所名

愛厚ホーム東郷苑

訪問看護ステーション　はなとも
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◆認知症対応型通所介護◆（地域密着型サービス）
市町村名 事業所名 定員 電話番号 所在地

東郷町
愛厚ホーム東郷苑
デイサービスセンター

12 0561-38-0021
春木字下正葉廻間4337-
13

◆認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）◆(地域密着型サービス)

市町村名 事業所名 定員 電話番号 所在地

東郷町 グループホーム和合の家 9 052-807-6000 春木字白土1-1884

東郷町
中部介護
アウト・オン・ア・リム

7 0561-37-0036 和合字牛廻間1-107

◆介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)◆
市町村名 施設名 定員 電話番号 所在地

東郷町 愛厚ホーム東郷苑 103 0561-39-0028
春木字下正葉廻間4337-
13

東郷町 イースト・ヴィレッジ 80 0561-38-1033 春木字下鏡田446-1104

◆介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム）◆（地域密着型サービス）

市町村名 施設名 電話番号 所在地

東郷町 エイジトピア諸輪 29 0561-38-6700 諸輪字後山60-5

東郷町 フィロスとうごう 29 0561-56-0231 和合字南蚊谷310

◆介護老人保健施設◆

市町村名 施設名 定員 電話番号 所在地

東郷町 老人保健施設和合の里 105 052-807-1500 春木字白土1-395

～介護保険施設サービス～
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◆ケアハウス◆（特定施設入所者生活介護サービス提供事業所）

市町村名 施設名 定員 電話番号 所在地

東郷町 東郷春木ケアハウス 50 0561-37-5668
春木字清水ヶ根
240－１

◆有料老人ホーム等◆
市町村名 施設名 定員 電話番号 和合字牛廻間19-33

東郷町 あしすと 10 0561-37-5424 和合字牛廻間105

東郷町
訪問看護ステーション
はなとも

10 0561-37-5424 0561-78-3415

東郷町 水なもと 19 0561-37-5307 和合字牛廻間19−193

東郷町 実の和 16 0561-65-5678 和合字牛廻間１９－７２

東郷町 あっとほーむ東郷 95 0561-37-1101
春木字白土97-1-
1403

東郷町 メドック東郷 60 0561-37-5026 春木字西前6070

東郷町 愛らんど東郷 45 0561-37-1030 兵庫三丁目11-1

東郷町 ８７Ｈｏｕｓｅ 25 0561-78-2270 春木字池田３９-１

東郷町 ＫＡＮＷＡ　ＰＬＵＳ白鳥 26 0561-39-5140 白鳥二丁目17-3

～介護保険外の施設サービス～
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◇訪問入浴介護◇ 春木字清水ヶ根
240－１

市町村名 電話番号

緑区 052-625-0455

豊田市 0565-36-5533

東郷町 0566-26-0070

東郷町 0566-26-0070

◇訪問リハビリテーション◇
市町村名 電話番号

豊明市 0562-44-1403

◇介護療養型医療施設◇
市町村名 施設名 定員 電話番号

天白区 東樹会病院 90 052-802-1101

◇有料老人ホーム等◇（特定施設入所者生活介護サービス提供事業所）

市町村名 施設名 定員 電話番号

日進市 シルバーホームまきば 50 0561-74-5548

豊明市 グリーンヒルズケア相生 120 0562-93-6211

日進市 リバーサイドケア赤池 65 0120-544-611

豊明市 ケアタウン豊明 32 0562-93-0151

長久手市 ベストライフ愛知 74 0561-65-0053

長久手市 サニーライフ名古屋 84 0561-63-0090

みよし市 イシス三好 30 0561-33-0515

緑区 Ｌａ･Pｌａｃｅ鶴が沢　 43 052-879-0233

緑区 Ｌａ･Pｌａｃｅ青山 60 052-625-7581

緑区 サニーベイルイン鳴海 77 052-877-8888

名東区 メディカルホームくらら猪高緑地 34 0120-17-1165

緑区篭山1-120

名東区勢子坊２-1011

豊明市沓掛町山新田50-1

長久手市根の神1021番地

長久手市五合池2205

みよし市福谷町才戸40

緑区鶴が沢1丁目913

日進市赤池町屋下373

豊明市三崎町中ノ坪24-8

和合字牛廻間19-33

東陽町三丁目68
東陽町鬼頭ビル1階

訪問看護ステーション　はなとも 0561-78-3415

緑区青山1-29

前原外科・整形外科

所在地

日進市米野木町南山987-88

名古屋市天白区原一丁目1307

春木字白土97-1-1403

豊明市阿野町西ノ海戸16-1

所在地

～介護保険外の施設サービス～

◇◆◇ 町外事業所 ◇◆◇
＊各種サービスのうち、東郷町内に事業所が存在しないサービスを掲載しています。

～介護保険 居宅サービス～

＊訪問地域：サービス事業所の周辺市町については、地域によりできる場合、できない場合がありま
　すので、各事業所にお問い合わせください。

～介護保険施設サービス～

所在地

緑区六田1丁目185

アースサポート豊田

アサヒサンクリーン在宅介護センター刈谷

事業所名

㈱福祉の里名古屋鳴海営業所

事業所名
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～インターネットから各種介護事業所を検索する方法～

独立行政法人医療機構が運営している「ワムネット」が便利です。
【利用方法】
  ① 検索サイトで「ワムネット」と入力して検索するか「http://www.wam.go.jp/」にアクセス。
  ② 下図（一部抜粋）のように表示されます。丸印にある「介護」をクリックしてください。

  ③ 介護関連のページに移動します。丸印にある「介護施設情報検索」をクリックしてください。

  ④ 介護施設検索のページに移動します。検索したい都道府県を選んで「介護事業所検索」から

　　事業所を検索してください。

ここをクリック

ここをクリック

愛知県はコチラ

ここをクリック
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「もの忘れが出てきたけれど、認知症なのかわからない」、「認知症の症状にどのように対応したら

　よいかわからない」、「将来的にお金の管理が心配」というようなことでお困りのときは、下記の

　相談窓口にご相談してみてはいかがでしょうか。

相談窓口 連絡先 相談日時

（0561）38-8551 月～金曜　午前8時30分～午後5時15分（祝日、年末年始を除く。電話は24時間）

（0561）56-3112 月～金曜　午前8時45分～午後5時30分（祝日、年末年始を除く。電話は24時間）

（0562）92-9133 　金曜　午後1時～3時（第5金曜を除く）

（0561）78-6246 　月～金曜　午前9時～午後4時30分（祝日、年末年始を除く）

（0562）31-1911 　月～金曜　午前10時～午後4時（祝日、年末年始を除く）

（0120）070-608 　月～金曜　午前10時～午後3時（祝日、年末年始を除く）

（0800）100-2707 　月～土曜　午前10時～午後3時（祝日、年末年始を除く）

（0561）82ｰ1133

（0561）75-5008 　月～金曜　午前9時～午後5時（祝日、年末年始を除く）

相談窓口 連絡先 相談日時

（0561)56-0735 月～金曜　午前8時30分～午後5時15分（祝日、年末年始を除く）

（05２)971-4165 　月～金曜　午前9時～午後5時（祝日、年末年始を除く）

介護支え合いネットワーク(事務局・国際長寿センター）の経験豊かな相談員があな
たの介護の悩みに親身になって応じてくれます。

公益社団法人認知症の人と家族の会・愛知県支部で常設相談を実施しています。
「一人で悩まないで！まずお電話を！」と訴えています。

愛知医科大学病院内。医療や介護機関等と連携を図りながら、医療機関等の紹介、
周辺症状への対応、認知症鑑別診断等について相談受付などを行っています。

精神保健福祉相談日を設け、精神の病気、認知症など心の健康の相談に精神保健福
祉相談員、保健師が応じています。

高齢者の介護と生活全般の総合的な相談に応じています。
また、介護用品の相談も行っています。

【担当行政区】諸輪、和合、和合ケ丘、諸輪住宅、白鳥、御岳、押草団地南、押草団地北、北山台

高齢者の介護と生活全般の総合的な相談に応じています。
また、介護用品の相談も行っています。

【担当行政区】傍示本、祐福寺、部田、白土、春木台、西白土、部田山、清水

東郷町北部地域包括
支援センター

若年性認知症コールセン
ター(認知症介護研究・
研修大府センター）

愛知県救急地域医療
情報センター

瀬戸保健所
豊明保健分室

認知症疾患医療
センター

家族の会
認知症介護相談

介護支え合い相談

東郷町南部地域包括
支援センター東郷苑

若年性認知症に関係する医療や介護、生活支援、就労支援などのお悩みやご相談
に、専門の相談員がお応えします。

介護サービスの苦情や相談について、事業者や市町村で解決できない時や特に希望
される場合は、苦情や相談を受け付けています。

介護保険のしくみ、保険料、要介護認定、介護サービスなど、介護保険全般につい
て相談に応じています。

急病などの緊急時に電話による医療機関の案内や患者の受入確認等を24時間体制で
行っています。

愛知県国民健康保険
団体連合会
介護福祉室

東郷町役場　福祉部
高齢者支援課

尾張東部権利擁護
支援センター

認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方について、本人
の権利を守る援助者（成年後見人）についての相談を行っています。
※令和元年10月1日～「尾張東部成年後見センター」から名称変更しました。
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